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北九州市長　　武 内　和 久
北九州市空き家リノベーション促進事業補助金（住宅型）交付決定通知書
令和　 年 　月 　日付けで申請のあった北九州市空き家リノベーション促進事業補助金（住宅型）については、下記のとおり交付することに決定したので、北九州市空き家リノベーション促進事業補助金（住宅型）交付要綱第９条第２項の規定に基づき通知します。

記
１ 空き家の所在地
北九州市　　　　区
２ 補助金の交付決定額
　　　　　　　　　　 円
　３　交付の条件

(１) 北九州市空き家リノベーション促進事業補助金(住宅型)交付要綱第14条１項若しくは2項
に該当する場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を命じます。この場合、北九州市補助金等交付規則第20条に基づく加算金を納付しなければなりません。

(２) 補助金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に異議があるときは、この通知の発した日から１５日以内に、申請の取下げをすることができます。

(３) 補助金に係る予算執行の適正を期するため、必要がある場合は、補助事業の検査並びに関係機関への照会等を実施します。
(４)　耐震性能が無い場合は、完了報告までに耐震改修工事を行い、完了報告書(様式第9号)に関係書類を添えて提出すること。
